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この書面を必ずお読みください。 

 

月２回/100分

① 17：30～18：20

② 18：30～19：20

一般 8,000円

中高生 7,000円

一般 44,000円（通常48,000円）

中高生 38,500円（通常42,000円）

500円

2,640円 入校時のみ

運営管理費（月額/税別）

教材費

授業回数

授業時間 ①か②をいずれか選択。

月額授業料
（税別）

半年一括払い
（税別）

 

フランス語会話教室「Petit salon français プチ フランス語サロン」概要書面 

 

2026 年 2 月 1 日 

 

１． 事業者 

(ア) 社  名：TSK エンタープライズ DC 株式会社 

(イ) 住  所：〒690-0826 島根県松江市学園南 1-2-1 くにびきメッセ５F 

(ウ) 電  話：0852-31-0155 

(エ) 代表者：代表取締役社長 野津富士男 

 

２． 役務の内容及び対価 

(ア) 中学生以上の学生・社会人等（未成年者については親権者の承諾があることを入会及び受

講の条件とする）を対象とするフランス語会話レッスン、習得環境の提供 

(イ) 提供形態または方法：グループによる対面レッスン 

(ウ) 提供時間・対価等（下記の通り） 

※入会金、更新料はありません。 

※イベント等を実施した際は別途、参加費を頂く場合があります。 

(エ) 当社と受講者様との連絡や授業料、運営管理費、教材費等の支払いは、株式会社ユーフォ

リアが提供するスクール運営管理アプリ Sgrum を使用します。入会に際しては、アプリのダ

ウンロードが必要です。なお使用に関する料金等は運営管理費に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 授業料等の支払方法・支払時期 

(ア) 各月支払いか半年一括支払いかを入会時に選択していただきます。 

(イ) 支払方法の変更はできますが、各月から一括への変更は、変更申請の翌月からの適用とな

ります。また、一括から各月への変更は、半年分の支払いが終了した翌月からの適用になり

ます。 

(ウ) 月ごとにお支払いの場合、翌月分の授業料を前月末までにお支払いいただきます。ただし初

回分は初回受講日までにお支払いいただきます。 

(エ) 半年一括払いの場合は、一括払いが始まる前月末までにお支払いいただきます。ただし初

回分は初回受講日までにお支払いいただきます。 

(オ) スクール運営管理アプリ Sgrum を通じ、クレジットカードまたはコンビニ決済となります。 

(カ) 支払済みの授業料はご本人都合で欠席の場合、原則返却しません。 

(キ) 当社都合で休講の場合、代替日に振替、または休講日分の授業料を返却します。 

(ク) 運営管理費は原則、返却しません。 

 



この書面を必ずお読みください。 

 

４． 役務の提供期間 

（ア） 入会の月から 12 か月間。その後、12 か月ごとに更新いたします。 

 

５． クーリングオフに関する事項 

（ア） 契約書面を受領した日から起算して８日を経過するまでの間は、書面により契約の解除

（クーリング・オフ）をすることができます。この契約の解除は、申込者・契約者が当該契約

を解除する旨を記載した書面を発信した時に、その効力を生じます。 

（イ） 申込者・契約者は、当スクールが特定商取引法（以下では「法」といいます。）第４４条第１

項の規定に違反して法第４８条第１項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関

する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当社が法第４４

条第３項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第４８条第１項の

規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当スクールが交付

した法第４８条第１項の書面を申込者・契約者が受領した日から起算して８日を経過する

までは、申込者・契約者は書面によって契約を解除することができます。 

（ウ） 契約の解除があった場合、当社が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行ってい

るときは、申込者・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。

この契約の解除は、申込者・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時

に、その効力を生じます。 

（エ） 契約の解除については、手数料は不要とし、申込者・契約者が損害賠償又は違約金の支

払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、

提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の

一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができま

す。返還は（ウ）の書面を受領した後になります。なお、返還を送金の方法で行う場合の手

数料についてはご負担いただきます。 

 

 

６． 中途解約に関する事項 

（ア） クーリングオフ期間経過後においては、役務の提供期間中であっても申込者・契約者は

退会手続きをすれば契約を解除（中途解約）することができます。  

（イ） 中途解約は退会前の最終受講月の末日（末日が当社休業日の場合は前営業日）までに

退会届を提出してください。 

（ウ） 最終受講月の翌月以降の授業料、運営管理費は徴収しません。退会届の提出時期により

引き落とされていた場合は全額返還します。また、半年一括払いの場合、支払金額から授

業を受けた回数の授業料分を差し引いた金額を返還します。なおこの場合の 1 回の授業

料分は月額の半額とします。 

（エ） 教材費は原則、返還しません。教材はお引き取りいただきます。 

（オ） 当社の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、契約を解除する月の授業料・運営管

理費は徴収しません。また月額授業料を前払いされている場合は全額返還します。一括

払いされている場合は、当月分以降の授業料を全額返還します。 

（カ） 返還金がある場合は、申込者・契約者の指定する方法で速やかに返還するものとします。

なお、返還を送金の方法で行う場合の手数料についてはご負担いただきます。 

 

７． 前受け金の保全に関する事項 

当教室では、前受け金の保全措置はとっておりません。 

 

以上 



特定商取引法に基づく表⽰ 
 
1. 事業者名 
TSK エンタープライズ DC 株式会社 
2. 所在地 
島根県松江市学園南 1-2-1 くにびきメッセ５F 
3. 代表 
代表取締役社⻑ 野津 富⼠男 
4. URL 
https://www.tsk-ep.com/ 
5. 電⼦メール 
y.sawada@tsk-ep.com 
6. TEL 
0852-31-0155 
7. ⽉謝・教材等の価格 
⽉謝と毎⽉の運営管理費は以下のとおりとなっております。なお、それ以外に、教材費
（⼊校時のみ）消費税が別途発⽣します。またイベント開催時は別途、参加費をいただく
ことがあります。 
⼀般（⽉ 2 回）  ：⽉額 8,800 円（税込） 
中⾼校⽣（⽉２回）：⽉額 7,700 円（税込） 
※⼀括払いによる割引もあります。 
運営管理費    ：⽉額  550 円。 
8. 代⾦の⽀払時期および⽅法 
毎⽉⽉末までに、翌⽉分の⽉謝及び運営管理費の合計⾦額を習い事運営アプリ Sgrum（ス
グラム）を通じ、コンビニ⽀払いか、ご登録されたクレジットカードにより、⾃動的に決
済いたします。教材費については、教材をお送りした⽉の翌⽉に前記いずれかの⽅法で決
済いたします。 
9. 返品の取扱条件／返品期限、返品時の送料負担または解約や退会条件 
お⽀払いいただいた代⾦については、クーリング・オフ及び中途解約に該当する場合を除
き原則、返⾦いたしかねます。 
10. 不良品の取扱条件 
本サービスの性質上、不良品は発⽣いたしません。但し、教材については、乱丁・落丁等
の不備がありましたら、内容を確認の上、良品と交換させて頂きます。 

https://www.tsk-ep.com/
mailto:y.sawada@tsk-ep.com

